
　　高知県内の
ノロウイルス食中毒について

令和元年11月29日（金）

高知県健康政策部食品・衛生課

H31年1月から4月にかけて、高知県内ではノロウイルスによる食中
毒が計８件ありました。
本日は事例から得られた留意点をお伝えします。

1



配達弁当による食中毒事例

• H31.4.22（月） 「複数の職員が嘔吐、下痢、発熱」と勤務
先から福祉保健所に一報

• 有症者の共通喫食は昼食（配達弁当）
• 喫食者８グループ61名中、６グループ24名発症

• 4.23（火） 検便からノロウイルスGⅡ検出
　　（有症者10名、無症者１名、調理従事者２名）
• 調理従事者２名は無症

• 4.24（水） 当該施設で調理・提供された弁当が食中毒の
原因と断定、３日間の営業停止処分
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調理、食事提供における留意点

症状がなくても、

「自分は感染しているかもしれない」
という意識を常に持つことが大切です。

• 事件がきっかけで、ノロウイルス

　　陽性であることがわかる事件が

　　多く発生しています。
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「症状なし」であって
も過信せず、

「･･･かもしれない」の
気持ちで

調理、製造、盛付、
配膳などに

あたってください。



事前にいただいた質問

Ｑ：対応マニュアルやフローチャート等、現場

　ですぐ応用できる参考資料があればうれし

　い。

Ａ：「高知県ノロウイルス

　対策マニュアル」を

　参考にされてはいかが

　でしょうか。
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高知県ノロウイルス対策マニュアル
（概要）

• 施設内の体制づくり
• 連絡体制フロー、チェックシート

• 職員の健康管理

• 手洗いのマニュアル類

• おう吐物の対応
• 準備物、処理方法、消毒薬の作り方

• 調理従事者
• 二次汚染防止、十分な加熱
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必要な部分について
ご活用ください。


